
審
査
分
会
長

選
挙
分
会
長

選
挙
長

非
常
勤
地
区
健
康
管
理
医

非
常
勤
健
康
管
理
医

法
務
・
情
報
公
開
課
法
務
顧
問

区

分

号

外

四�
令

和

六

年

四

月

一

日

日
額

日
額

一
〇
、
八
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
八
〇
〇
円

月
額

三
五
、
五
〇
〇
円

月
額

一
六
二
、
一
〇
〇
円

年
額

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

金

額

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

三

○
岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

五

○
岐
阜
県
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

里
川
・
水
産
振
興
課)

五

訓

令

甲

○
岐
阜
県
宿
日
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

六

○
岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

管

財

課)

六

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
の
表(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
四
月
一
日



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )２

災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

保
健
所
非
常
勤
医
師

社
会
福
祉
法
人
等
特
別
指
導
監
査
官

現
代
陶
芸
美
術
館
館
長

現
代
陶
芸
美
術
館
顧
問

美
術
館
館
長

美
術
館
顧
問

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員

統
計
調
査
指
導
員

統
計
調
査
員

消
防
学
校
非
常
勤
医
師

国
民
保
護
協
議
会
幹
事

防
災
会
議
幹
事

審
査
分
会
立
会
人

選
挙
立
会
人

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
六
〇
〇
円

月
額

五
四
八
、
三
〇
〇
円

年
額

二
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

年
額

五
、
九
二
六
、
八
〇
〇
円

年
額

九
六
七
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

七
、
八
一
〇
円

日
額

七
、
七
六
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

八
、
九
〇
〇
円

日
額

八
、
九
〇
〇
円

一
〇
、
八
〇
〇
円

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
医
師

児
童
扶
養
手
当
支
給
事
務
非
常
勤
医
師

不
妊
専
門
相
談
医
師

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
支
給
事
務
非
常
勤
医
師

知
的
障
害
者
医
学
判
定
非
常
勤
医
師

精
神
障
害
者
医
学
判
定
非
常
勤
医
師

身
体
障
害
者
医
学
判
定
非
常
勤
医
師

生
活
保
護
医
療
扶
助
非
常
勤
医
師

生
活
保
護
医
療
扶
助
精
神
科
非
常
勤
医
師

地
域
福
祉
課
非
常
勤
医
師

精
神
保
健
相
談
非
常
勤
医
師

精
神
保
健
指
定
医

へ
き
地
医
療
総
合
対
策
医

後
期
高
齢
者
医
療
障
害
認
定
審
査
医

国
民
健
康
保
険
医
療
指
導
監
査
医

災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

月
額

一
五
二
、
一
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

勤
務
一
回
に
つ
き

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
七
の
項
第
一
号
中

｢

を

｣

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

学
校
医

教
職
員
産
業
医

学
校
運
営
協
議
会
委
員

労
働
関
係
紛
争
あ
つ
せ
ん
員

監
査
専
門
委
員

建
築
構
造
専
門
委
員

土
地
収
用
等
事
業
紛
争
仲
裁
委
員

土
地
収
用
等
事
業
紛
争
あ
つ
せ
ん
委
員

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
学
長

農
業
大
学
校
非
常
勤
医
師

国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
顧
問

花
と
緑
の
振
興
顧
問

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
館
長

わ
か
あ
ゆ
学
園
非
常
勤
医
師

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
医
師

年
額

四
二
〇
、
〇
〇
〇
円

月
額

三
五
、
〇
〇
〇
円

勤
務
一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

三
二
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

年
額

七
、
一
三
二
、
二
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

月
額

三
一
八
、
〇
〇
〇
円

年
額

三
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

年
額

四
、
八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

地
下
足
袋

登
山
靴

警
察
署
産
業
医

警
察
非
常
勤
医
師

警
察
精
神
保
健
相
談
非
常
勤
医
師

警
察
職
員
健
康
管
理
医

学
校
薬
剤
師

学
校
歯
科
医

一
足

一
足

二
年

二
年

月
額

三
五
、
五
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

日
額

一
三
、
八
〇
〇
円

月
額

一
六
二
、
一
〇
〇
円

年
額

一
五
五
、
六
〇
〇
円

年
額

四
二
〇
、
〇
〇
〇
円



｢

に

｣

改
め
、
同
表
十
五
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中

｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
表
中
六
十
一
の
項
を
六
十
二
の
項
と
し
、
五
十
八
の
項
か
ら
六
十
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
表
五
十
七
の
項
第
一
号
中

｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
八
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
六
の
項
を
五
十
七
の
項
と
し
、
五
十
五
の
項
を

五
十
六
の
項
と
し
、
同
表
五
十
四
の
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢
を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
五
の
項
と
し
、
同
表
五
十
三
の
項
第
一
号
中

｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
項
を
同
表
五
十
四
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
二
の
項
を
五
十
三
の
項
と
し
、
三
十
五
の
項
か

ら
五
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
三
十
四
の
項
第
二
号
中｢

環
境
及
び
放
射
能
に
関

す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で｣

を｢

生
活
衛
生
、
環
境
及
び
放
射
能
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職

員
で｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
五
の
項
と
し
、
同
表
三
十
三
の
項
第
九
号
中

｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
四
の
項
と
し
、
同
表
中
三
十
二
の
項
を
三
十
三
の
項
と
し
、
三
十
一
の
項
を

三
十
二
の
項
と
し
、
三
十
の
項
を
三
十
一
の
項
と
し
、
同
表
二
十
九
の
項
第
二
号
中

｢

を

｣
｢

に

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )４

�

登
山
靴

地
下
足
袋

登
山
靴

登
山
靴

地
下
足
袋

登
山
靴

作
業
服(

上
・
下)

地
下
足
袋

作
業
服(

上
・
下)

登
山
靴

一
足

一
足

一
足

一
足

一
足

一
足

夏
用
・
冬
用
各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用
各
一
着

一
足

二
年

二
年

二
年

二
年

二
年

二
年

一
年

一
年

一
年

二
年

登
山
靴

地
下
足
袋

登
山
靴

エ
プ
ロ
ン(

か
つ
ぽ

う
式
又
は
サ
ロ
ン
式)

訪
問
ス
カ
ー
ト(

ズ

ボ
ン)

訪
問
衣

エ
プ
ロ
ン(

か
っ
ぽ

う
式
又
は
サ
ロ
ン
式)

登
山
靴

地
下
足
袋

登
山
靴

一
足

一
足

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用
各
一
着

夏
用
・
冬
用
各
一
着

一
着

一
足

一
足

一
足

二
年

二
年

二
年

三
年

二
年

二
年

一
年

二
年

二
年

二
年

か
つ
ぽ
う
式
又
は
サ

ロ
ン
式
の
い
ず
れ
か

と
す
る
。

か
つ
ぽ
う
式
又
は
サ

ロ
ン
式
の
い
ず
れ
か

と
す
る
。



改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
の
項
と
し
、
同
表
中
二
十
八
の
項
を
二
十
九
の
項
と
し
、
二
十
の
項
か
ら
二

十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
十
九
の
項
第
一
号
中

｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
項
を
同
表
二
十
の
項
と
し
、
同
表
中
十
八
の
項
を
十
九
の
項
と
し
、
十
七
の
項
を
十
八
の
項

と
し
、
十
六
の
項
を
十
七
の
項
と
し
、
同
表
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
環
境
生
活
政
策
班
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
部
県
民
生
活
班(

県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４

公
民
館
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
健
康
福
祉
政
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６

Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ(

災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム)

の
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
医
療
福
祉
連
携
推
進
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

災
害
支
援
ナ
ー
ス
の
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
感
染
症
対
策
調
整
班
の
項
を
削
り
、
同
部
地
域
福
祉
班
の
項
第
五
号
中

｢

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
調
整
会
議｣

を｢

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
協
議
会
及
び
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
連
絡
調
整
会
議｣

に
改
め
、
同
部
高
齢
福
祉
班
の
項
第
三
号
中｢

、
介
護
療
養
型
医
療
施
設｣

を
削

り
、
同
表
商
工
労
働
部
の
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
班
の
項
第
五
号
を
削
り
、
同
部
労
働
雇
用
班
の

項
事
務
分
掌
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
班
の
項
第
二
号
中｢

情
報
産
業
施
設｣

を｢

ソ
フ

ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、｢

災
害
対
策｣

の
下
に｢

及
び
連
絡
調
整｣

を
加
え
、
同
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
農
政
部
の
部
里
川
振
興
班
の
項
中

｢

里
川
振
興
班｣

を

｢

里
川
・
水
産
振
興
班｣

に
、

｢

里
川
振
興
課
長｣

を｢

里
川
・
水
産
振
興
課
長｣

に
改
め
、
同
表
都
市
建
築
部
の
部
公
共
建
築
班
の

項
中｢

応
急
復
旧｣

の
下
に｢

の
支
援｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

十
六

農
政
部

里
川
・
水
産

振
興
課

登
山
靴

地
下
足
袋

登
山
靴

１

コ
ク
チ

バ
ス
駆
除

業
務
に
従

事
す
る
職

員
一
足

一
足

一
足

防
寒
長
靴

長
靴

防
寒
服

作
業
服(
上
・

下)

二
年

二
年

二
年

一
足

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
年

二
年

三
年

二
年

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
、
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
、
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
及

び
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。



岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号

岐
阜
県
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中｢

第
十
九
条
第
二
項｣

を｢

第
二
十
一
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢
第
八
条｣

を｢

第
九
条｣

に
、｢

岐
阜
県
農
政
部
農
政
課｣

を｢

岐
阜
県
農
政

部
里
川
・
水
産
振
興
課｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
中｢第

19条
第
１
項
｣

を｢第
21条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
宿
日
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
宿
日
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
宿
日
直
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中｢

岐
阜
県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー｣

を｢

岐
阜
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
ア
ネ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
２
の
項
及
び
旭
ヶ
丘
職
員
ア
パ
ー
ト
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )６

令
和
六
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


